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第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団 

             市民生活部 市民生活課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 監査対象年度    令和５年度 

 ４ 監査対象事項    施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ５ 監査期間      令和７年１月１０日 

 ６ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団 

代 表 者 理事長  小林 長久 

住  所 四日市市本町９番８号 

 

 ２ 指定管理の内容 

施  設  名 四日市市市民交流会館 

所  在  地 四日市市本町９番８号 設置年月：平成８年３月 

指 定 期 間 平成３１年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

指定管理料 ０円（利用料金収入２，５９２，５９０円）（令和５年度） 

指定管理に 

係る収支状況 

(令和５年度) 

 収 入   ２，５９２，５９０円 

 支 出   ３，５２８，２１１円 

 収 支    △９３５，６２１円 

利 用 実 績 

年間利用者数 

 令和３年度   １４，５５１人 

 令和４年度   １６，４８７人（前年度比 １，９３６人増） 

  令和５年度   ２１，４９４人（前年度比 ５，００７人増） 
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 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 施設の使用許可、使用許可の取消し、特別の設備の設置許可、施設への入場の制限その

他使用許可に関すること。 

   イ 施設の利用料金の徴収、減免、還付その他利用料金に関すること。 

   ウ 施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

 

 ４ 収支状況                              （単位：円） 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ３，４５５，０００ ２，５９２，５９０ △８６２，４１０ 

指定管理料 ０ ０ ０ 

収入 計 ３，４５５，０００ ２，５９２，５９０ △８６２，４１０ 

人件費 ２，３０３，０００ ２，５１６，８６４ △２１３，８６４ 

消耗品費 ３０，０００ １０，４８９ △１９，５１１ 

印刷製本費 ２０，０００ ２３，１００ ３，１００ 

通信運搬費 ５３，０００ ５２，８６０ △１４０ 

保険料 １４，０００ １３，６２０ △３８０ 

委託料 ５５４，０００ ６０３，４６４ ４９，４６４ 

その他 ２９３，０００ ２０３，３４２ △８９，６５８ 

一般管理費 １５７，０００ １０４，４７２ △５２，５２８ 

支出 計 ３，４２４，０００ ３，５２８，２１１ １０４，２１１ 

収  支 ３１，０００ △９３５，６２１ △９６６，６２１ 

 

第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管部局【市民生活部 市民生活課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 
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第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 施設や設備の保守点検や清掃、警備といった業務は、市民交流会館のある本町プラ

ザの建物全体について市の財政経営部管財課が業者に委託しており、指定管理業務に

は含まれていない。市の貸与備品などについては、定期的に実査、確認を行っている。

この点について、所管部局の実査やヒアリングにより確認を受けている。 

 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得ているか。また、施設の

使用許可、利用料金の収納や減免、還付等の手続が適正に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理期間開始当初、消費税率の引上げに伴う利用料金額の変更及び利用料金の

還付額の決定に際し、四日市市市民交流会館条例施行規則第９条第１項並びに第１２

条第１項及び第２項の規定に基づき適正な事務処理が行われていた。 

  施設の使用許可についても、同条例施行規則第７条第１項に規定された手続きが行

われていた。 

 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 
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    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 施設管理業務に係る費用においては、指定管理業務における費用、すなわち１階及

び２階の貸館に係る光熱費等は本町プラザの建物全体を所管する管財課が負担してお

り、団体としての事業にかかる光熱費等とも区分されている。また、利用料金収入は

団体としての業務の経費とは明確に分けられており、所管部局による内容の確認を受

けている（指定管理料の収入はない）。ただし、収入した利用料金とつり銭について別々

の現金出納簿で管理されており、つり銭の出納簿には毎日、確認印が押されているが、

利用料金の出納簿には確認印が押されていなかった。 

 

    意 見 

収入した利用料金とつり銭について別々の現金出納簿で管理されており、つり銭の

出納簿には毎日、確認印が押されているが、利用料金の出納簿には確認印が押されて

いなかった。現金出納簿を一本化して管理しやすくするなどし、毎日の業務終了後に

責任者が確認を行うことが望ましい。 

 

 【市民生活部 市民生活課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、偏っ

た視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあたり不

適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者の選定については、平成３０年度において、四日市市公の施設に係る指

定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第１項に基づき公募を行ったところ、応

募は当該団体のみであった。指定管理者選定委員会のヒアリング、審査の結果、当該

団体が適正に指定管理者に選定され、議会の議決を経て指定されている。 

 

◆応募にあたっての参入障壁がなく、公平に機会が与えられているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者の募集に際して、市としては、行財政改革課作成のモデル募集要項記載

の基本的な条件を満たすことを求めているのみであり、特別な条件を付すことなく広

く公募していることから、公平に機会は与えられていると考える。ただし、平成１８

年度の指定管理者制度導入以降これまでずっと当該団体のみの応募である。(応募団体

１者) 
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（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理するとともに、ヒアリングや協

議の実施、施設の訪問などにより、業務の履行確認を行っている。ただし、基本協定

書第３４条に規定されている、毎会計年度が終了する３月３１日に提出を受けること

となっている管理業務完了届等が提出されていない、仕様書に規定されている業務日

誌が作成されていない等の状況がみられた。 

モニタリング評価は、マニュアル及び実施手順書に基づき行っている。 

 

    指 摘 

基本協定書に規定されている管理業務完了届や保険証券について、市への提出や提

示が規定通り行われていない、仕様書に規定されている業務日誌及び収支経理簿が作

成されていない等の状況が見受けられる。協定書等をあらためて点検し、確実な事務

処理を行うよう指定管理者への指導監督を行うこと。 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

    指 摘 

     ① 適正な事務処理について【合規性の視点】 

       基本協定書に定められている業務日誌や収支経理簿等の作成、管理業務完了届の提

出及び保険証券の提示などについて、規定通りに行われていないものが散見された。

あらためて協定書等の内容を確認し、規定に沿った適正な実施を徹底すること。 

② 事業報告書の記載誤りについて【合規性の視点】 

指定管理者である団体の活動すべてをまとめた事業報告書に記載されている、当該

指定管理の利用料金収入について、令和６年３月末時点で未収となっている金額が含

まれておらず、他の資料と不一致となっていた。事業報告書は決算の根拠資料でもあ

り、記載を改めるとともに、正確な記載を行えるようチェック体制の強化を図ること。 

 

    意 見 

      利用促進のための取り組みについて【有効性の視点】 

       新型コロナウイルス感染症が第５類感染症となった令和５年度は、コロナ禍よりは

利用者数が増加したものの、利用料減免対象となる地域団体などの利用が多く、利用

料金収入は実施計画を大幅に下回った。収支がマイナスであることや、利用率の低い

会議室二室を貸館廃止としたことなどから、令和６年度からは指定管理料を支出して

いるとのことである。和室の一室を椅子式に変更して利用しやすくすることで利用者

数の増加がみられるなど、努力の成果もうかがえるので、引き続き、利用促進の策を

研究すること。 
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 【市民生活部 市民生活課】 

    意 見 

指定管理のメリットやデメリットについて【経済性の視点・効率性の視点・有効性の

視点】 

       指定管理者制度導入後、現在に至るまで、応募団体が１者のみである現状を鑑み、

指定管理であるから実施できたことや得られた効果、利用者サービス向上への寄与な

どのメリット、またデメリットも整理し、真に指定管理者制度の継続が最適であるの

かあらためて検討すること。 

      

 【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団・市民生活部 市民生活課】 

    意 見 

     ① 指定管理業務の一部再委託について【合規性の視点・有効性の視点】 

      ア 基本協定書第１７条第１項には、管理業務の全部又はその主たる部分の再委託の

禁止がうたわれ、ただし書において、一部については市の事前承諾を得て再委託可

能であると規定されている。当該指定管理においては、平日の１６時３０分以降と

昼休み及び土日祝日の受付業務については、市民交流会館が設置されている本町プ

ラザの総合管理委託事業者に委託しており、その業務内容は規定の範囲内とのこと

であるが、今後も、一部再委託を行うにあたっては、規定を遵守し、指定管理業務

として安定した管理運営体制を堅持すること。 

イ 団体の職員から再委託先業者の従業員に業務を引き継ぐ際のリスクも想定して手

順をマニュアル化するなど、再委託にはリスクもあることを十分認識しながら業務

に支障のないように注意し、業務の最終的な責任は委託元である指定管理者、ひい

ては市にあることを常に意識して管理を行うこと。 

     ② 指定管理の重要な意思決定について【有効性の視点】 

       令和６年度から、貸館対象会議室の減少による、指定管理対象施設の範囲の変更が

行われている。財政経営部行財政改革課主導のもと、施設所管課も含め検討した結論

とのことであるが、所管課や指定管理者にその意思決定文書等が保管されていないの

は適切でない。所管及び管理運営施設の重要な意思決定については、主体的に検討し、

その過程や結論を文書で保管して所管課及び指定管理者内でも十分に情報共有するこ

と。 

     ③ 避難所としての役割について【有効性の視点・住民福祉の向上の視点】 

       本町プラザの２階以上は災害時の避難所に指定されており、その一部に市民交流会

館の２階も含まれる。危機管理統括部危機管理課や、本町プラザの建物全体を所管す

る財政経営部管財課など関係部局等との情報共有に努め、災害時の円滑な対応が可能

な連携体制を整備すること。 
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第１ 監査の概要 

 

 １ 監査の種類     公の施設の指定管理者監査 

 ２ 監査対象      公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団 

             シティプロモーション部 文化課（指定管理に関する事務の所管所属） 

 ３ 監査対象年度    令和５年度 

 ４ 監査対象事項    施設の管理運営に関する事務及び出納その他の事務 

 ５ 監査期間      令和７年１月１０日 

 ６ 監査の主な実施内容 四日市市監査基準に基づき、監査対象への聞き取り調査や過去の監査

結果を踏まえて、出納その他の事務の執行に内在するリスクを想定し、

リスク発現を防止するための対応策を確認するとともに、出納その他

の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、関係職員から説

明を聴取したうえで、諸帳簿等の抽出調査を行った。公の施設の指定

管理者に対しては、条例及び協定書等に沿って適切な管理が行われて

いるか、また、所管所属に対しては、公の施設の指定管理者への指導

監督が適切に行われているかにそれぞれ重点を置いて監査を実施した。 

 

第２ 監査対象の概要 

 

 １ 指定管理者の概要 

名  称  公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団 

代 表 者 理事長  小林 長久 

住  所 四日市市本町９番８号 

 

 ２ 指定管理の内容 

※令和５年度においては、四日市市文化会館及び四日市市茶室は一体の指定管理業務として協定

締結されており、四日市市三浜文化会館は単体で指定管理業務の協定が締結されている。 

施 設 名  
①四日市市文化会館 

②四日市市茶室 

所 在 地  
①四日市市安島二丁目５番３号 

②四日市市鵜の森一丁目１３番１７

号 

設置年月：①昭和５７年８月 

     ②平成 ６年７月 

指 定 期 間 平成３１年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

指定管理料  ２８１，３３８，７１３円（令和５年度） 

指定管理に  

係る収支状況 

(令和５年度) 

 収 入   ４２１，２６２，７９７円 

 支 出   ４２８，９６０，６０８円 

 収 支    △７，６９７，８１１円 
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利 用 実 績  

年間利用者数 ※令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め利用制限及び利用停止あり。令和４年度も同様に利

用制限あり。 

① 令和３年度   ２０５，２９２人 

 令和４年度   ３３３，６９１人（前年度比 １２８，３９９人増） 

  令和５年度   ３７６，９１６人（前年度比 ４３，２２５人増） 

② 令和３年度     ５，６５２人 

 令和４年度     ９，８５６人（前年度比 ４，２０４人増） 

  令和５年度    １０，１５５人（前年度比   ２９９人増） 

 

施 設 名  四日市市三浜文化会館 

所 在 地  四日市市海山道町一丁目 1532-1 設置年月：平成２８年１２月 

指 定 期 間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

指定管理料  ７７，０００，０００円（令和５年度） 

指 定 管 理 に 

係る収支状況 

(令和５年度) 

 収 入   ９０，３５７，０４８円 

 支 出   ８９，４９４，２０３円 

 収 支      ８６２，８４５円 

利 用 実 績  

年間利用者数 ※令和３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め利用制限及び利用停止あり。 

 令和３年度   ５８，５７５人 

 令和４年度   ８４，１５９人（前年度比 ２５，５８４人増） 

  令和５年度   ９８，６８１人（前年度比 １４，５２２人増） 

 

 ３ 指定管理の業務範囲 

   ア 各施設の使用許可、使用許可の取消し、特別の設備の設置許可、施設への入場の制限そ

の他使用許可に関すること。 

   イ 各施設の利用料金の徴収、減免、還付その他利用料金に関すること。 

   ウ 各施設及び附属設備の維持管理に関すること。 
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 ４ 収支状況                              （単位：円） 

【四日市市文化会館・四日市市茶室】 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 ９１，９２１，０００ ９１，２９１，１１０ △６２９，８９０ 

指定管理料 ２６６，５２３，０００ ２８１，３３８，７１３ １４，８１５，７１３ 

入場料等収入 ２５，９３１，０００ １８，５５８，２７８ △７，３７２，７２２ 

広告収入 ３，６８９，０００ ３，２３３，５００ △４５５，５００ 

刊行物販売収入 ５０，０００ １２１，５００ ７１，５００ 

食堂使用料等収入 １，３４１，０００ １，７９３，３２４ ４５２，３２４ 

呈茶料収入 ３，０６０，０００ ３，０６７，４４６ ７，４４６ 

友の会会費収入 ８００，０００ ５６２，０００ △２３８，０００ 

補助金収入 ２３，８３０，０００ ２０，９９９，５７２ △２，８３０，４２８ 

雑収入 １００，０００ ２９７，３５４ １９７，３５４ 

収入 計 ４１７，２４５，０００ ４２１，２６２，７９７ ４，０１７，７９７ 

人件費 １０８，５６５，０００ １０９，５８８，２１２ １，０２３，２１２ 

消耗品費 ６，０４４，０００ ５，５４３，６９７ △５００，３０３ 

消耗什器備品費 １，４３０，０００ ６５６，３８０ △７７３，６２０ 

燃料費 １２９，０００ １２４，７６２ △４，２３８ 

印刷製本費 ９４０，０００ ７５３，８６０ △１８６，１４０ 

光熱水費 ３５，４０８，０００ ５３，１００，８１０ １７，６９２，８１０ 

修繕料 １０，１００，０００ １０，１８４，３８０ ８４，３８０ 

通信運搬費 １，６７５，０００ １，３５４，３３２ △３２０，６６８ 

広告料 １００，０００ ５４，５００ △４５，５００ 

手数料 １８８，０００ １０８，２００ △７９，８００ 

保険料 １，００２，０００ １，０８１，９００ ７９，９００ 

委託料 １３２，７９６，０００ １３４，０５３，３３６ １，２５７，３３６ 

賃借料 ５，０８６，０００ ４，８７２，５９５ △２１３，４０５ 

その他 １２，８３０，０００ １１，０４５，３５８ △１，７８４，６４２ 

委託・提案事業費 ８４，４７４，０００ ８３，５６１，５９１ △９１２，４０９ 

一般管理費 １５，９６３，０００ １２，３８７，５５３ △３，５７５，４４７ 

支出 計 ４１７，２４５，０００ ４２８，９６０，６０８ １１，７１５，６０８ 

収  支 ０ △７，６９７，８１１ △７，６９７，８１１ 
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【四日市市三浜文化会館】 

項 目 実施計画（a） 実績額（b） 比較増減（b）－（a） 

利用料金収入 １０，４５０，０００ １０，５９４，４４０ １４４，４４０ 

指定管理料 ７７，０００，０００ ７７，０００，０００ ０ 

委託・提案事業収入 ５００，０００ ６８２，３１５ １８２，３１５ 

受取補助金 １，５００，０００ １，５００，０００ ０ 

雑収益 １０，０００ ５８０，２９３ ５７０，２９３ 

収入 計 ８９，４６０，０００ ９０，３５７，０４８ ８９７，０４８ 

人件費 ３１，２１５，０００ ３０，６０２，６６２ △６１２，３３８ 

消耗品費 ８００，０００ ３３１，７１３ △４６８，２８７ 

燃料費 ５５，０００ ３２，９２２ △２２，０７８ 

印刷製本費 ２５０，０００ １８０，１２０ △６９，８８０ 

光熱水費 ６，２９８，０００ ６，３８５，１５９ ８７，１５９ 

修繕料 ２，１４８，０００ ２，２２３，９２５ ７５，９２５ 

通信運搬費 ２４３，０００ ２２２，３７７ △２０，６２３ 

広告料 ０ １１，０００ １１，０００ 

手数料 １０，０００ ４，９５０ △５，０５０ 

保険料 ５５９，０００ ５０６，５５０ △５２，４５０ 

委託料 ３５，５７４，０００ ３５，８０２，２４６ ２２８，２４６ 

賃借料 ６８２，０００ ４７０，０６７ △２１１，９３３ 

その他 ３，８４４，０００ ３，１０７，４６３ △７３６，５３７ 

委託・提案事業費 ７，６１８，０００ ７，４６９，０３３ △１４８，９６７ 

一般管理費 １６４，０００ ２，１４４，０１６ １，９８０，０１６ 

支出 計 ８９，４６０，０００ ８９，４９４，２０３ ３４，２０３ 

収  支 ０ ８６２，８４５ ８６２，８４５ 

 

第３ 監査の着眼点 

１ 想定されるリスクからの着眼点 

  事務事業におけるリスクについて事前調査でのリスク評価や聞き取りにより設定した。 

●指定管理者【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

 （１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われ

ないリスク 

（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

●所管部局【シティプロモーション部 文化課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 
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（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）・合規性等の視点からの着眼点 

   事務事業の合規性や正確性のみならず、経済性、効率性、有効性の視点等から設定した。 

 

第４ 監査の結果 

   上記の着眼点に基づき監査を行った結果、次のとおり、内在するリスクや事務の一部に是正

又は改善を要するものなどが見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十分留意

するとともに、その措置を講じるよう要望する。 

   なお、措置を講じたときは、遅滞なく報告されたい。 

 

１ 想定されるリスクからの着眼点に着目して行った監査結果 

【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

（１）公の施設が適切に管理されず、安全性が確保されないリスク 

◆施設が、関係法令、条例等の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管

理されず、安全性が不十分となっていないか。具体的には、使用者の安全や施設の景観を

損なうような状況が発生していないかを適宜確認し、何かあれば速やかに対処されている

か、協定書等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 電気・機械設備等定期点検、消防用設備等の点検といった法定点検、館内施設の保

守点検、清掃、修繕が必要となった箇所への対応等を適宜実施し、協定書等で定めら

れた義務の履行についても確実に行っている。この点について、所管部局の実査やヒ

アリングにより確認を受けている。 

 

（２）施設の使用許可、利用に係る料金の徴収が、公平公正に、規定の手続に基づいて行われな

いリスク 

◆利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得ているか。また、施設の

使用許可、利用料金の収納や減免、還付等の手続が適正に行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則第１０条第２項、四日市市

茶室条例施行規則第９条第２項及び四日市市三浜文化会館条例施行規則第９条第２項

の規定に基づき各々適正な事務処理が行われていた。 

 施設の使用許可についても、各同条例施行規則第７条第１項に規定された手続きが

行われていた。 
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（３）施設の管理に係る収支会計処理が適切に行われないリスク 

◆施設の管理に係る収支会計処理は、証拠書類を整えた上で適切に行われているか。指定管

理業務に関する会計が、指定管理者の団体としての業務に関する会計とまとめて会計管理

されたり、指定管理料が団体としての業務の経費と混同されたりしていないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 施設管理業務に係る収支と、団体としての業務に関する収支は明確に分けられてお

り、所管部局においても内容の確認は行われていた。 

 

 【シティプロモーション部 文化課】 

（１）指定管理者の指定におけるリスク 

◆指定管理者の指定において、法、条例等に基づいた、適正・公正な指定が行われず、偏っ

た視点で指定されたり、当該施設の目的やコンセプトに沿った管理運営を行うにあたり不

適当な団体が指定されたりするリスクはないか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 四日市市文化会館及び四日市市茶室は平成３０年度、四日市市三浜文化会館は令和

２年度、それぞれ四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第

２条第２項第１号に基づき公募によらない特定した候補者として、指定管理者選定委

員会の審査の結果、当該団体が指定管理者に選定されている。 

 

（２）指定管理者への指導監督が適正に行われないリスク 

◆指定管理者への指導監督は適正に行われているか。モニタリング評価は適切に行われてい

るか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理者から、月次報告書、年次報告書等を受理するとともに、ヒアリングや協

議の実施、施設の訪問などにより、業務の履行確認を行っている。ただし、四日市市

文化会館・四日市市茶室の指定管理業務に係る事業報告書の提出期日の定めについて

は、基本協定書第３３条では毎会計年度終了後３０日以内となっている一方、仕様書

では同４５日以内となっており、齟齬がある。実際の受理日は令和６年５月１３日で

あり、３０日を過ぎていた。 

モニタリング評価は、マニュアル及び実施手順書に基づき行っているが、四日市市

文化会館のモニタリングレポートにおいて事業収支の収入額の一部に記載誤りが見ら

れた。また、令和５年度に行った、新型コロナウイルス感染症の影響による令和４年

度分精算の記述が、四日市市文化会館のモニタリングレポートにのみ見受けられ、茶

室分について触れられていなかった。 
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    指 摘 

指定管理者による保険証券の市への提示、四日市市三浜文化会館の警備保安業務の

勤務時間について不備が見受けられ、市の指定管理者への指導監督が十分でないとい

える。協定書等をあらためて点検し、規定に則った業務を行うよう指定管理者への指

導監督を行うこと。また、市のモニタリングレポートの記載誤りも見られた。トップ

の強いリーダーシップにより適正なチェック体制の構築に取り組み、確実な履行確認

や事務処理に努めること。 

 

（３）指定管理料の算定及び支出の手続におけるリスク 

◆指定管理料は、年度協定書、仕様書等に定める指定管理業務内容を実施する上で適正な金

額を見積もって算定されているか。指定管理料の支出の手続は、年度協定書、仕様書等に

規定されたとおり行われているか。 

 

    リスク発現への予防策・リスクの発現状況 

 指定管理料は、実績金額をもとに、必要な指定管理業務内容に見合うように算定し

ているとのことである。 

指定管理料の支出の際は、年度協定書、仕様書等で定めた手続をとっている。 

 

２ ３Ｅ（経済性、効率性、有効性）等の視点からの着眼点に着目して行った監査結果 

 【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団】 

    指 摘 

      適正な事務処理について【合規性の視点】 

保険証券の提示や四日市市三浜文化会館の警備保安業務の勤務時間などについて、

基本協定書の規定通りに行われていないものが散見された。あらためて協定書等の内

容を確認し、規定に沿った適正な実施を徹底すること。 

 

    意 見 

① 施設間の連携について【効率性の視点・有効性の視点・住民福祉の向上の視点】 

令和６年度から、当該３施設をまとめて一つの指定管理業務委託としている。もと

より同一の指定管理者が管理業務を行ってはいたものの、協定の一本化の利点を活か

し、より一層の連携強化を図ることで、効率化や利用者の利便性向上に資すること。 

② 芸術文化に触れる機会について【有効性の視点】 

小中学生が質の高い芸術文化に触れる機会を設ける取り組みを継続して提案されて

いる。こういった機会保障は当該指定管理業務における重要な業務であることからさ

らなる事業の充実を図ること。 

     ③ 指定管理者制度の効果的な活かし方について【有効性の視点】 

      ア キャッシュレス決済については、令和７年１０月稼働予定の全庁的な新予約シス

テムの機能の一部として導入される予定であるため、その活用を検討しているとの

ことである。実現後は、利用者サービス向上、現金事故のリスク減少に寄与すると

思われるので、積極的に取り組むこと。 
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      イ デジタル技術の活用など含め、民間の知識や技術を活かして、指定管理者制度な

らではのより先進的な手法も取り入れて事業展開に取り組むこと。 

     ④ アートディレクターの活用について【有効性の視点】 

       文化事業に精通したアートディレクターを市から配置されたことは大きな支援策と

捉え、特定による指定管理者としてさらに幅広く効果的な事業展開を行えるよう努め

ること。 

 

 【シティプロモーション部 文化課】 

    指 摘 

      修繕料の経費負担について【合規性の視点】 

       修繕料の経費負担区分については、100万円以上の場合は市負担、100万円未満の場

合は指定管理者負担とすることが基本協定書に規定されている。しかし、100万円を超

え市が負担すべきWi-Fi改修工事費（1,628,000円）を、所定の手続きをとらず指定管

理者に負担させた。今後は、規定に則った確実な事務処理についてあらためて所管課

で徹底すること。 

 

    意 見 

     ① 三浜文化会館の多目的ホールの冷暖房設備導入について【有効性の視点・住民福祉

の向上の視点】 

       多目的ホールへの冷暖房設備導入については、市の総合計画中間見直しの結果によ

るとのことである。昨今の夏の猛暑を考慮すると、早急に必要な対応を行い利用環境

の向上につなげること。 

     ② 徹底した内部事務管理を可能にする人員体制の確保について【有効性の視点】 

       協定書や仕様書に沿った事務処理が行えていないものが散見され、内部事務管理の

不備は、所管課の人員体制が十分でないことも原因の一つであるとの説明があった。

総務部人事課への人員配置の要望を行うとともに、利用者が安心できる内部事務管理

に努めること。 

 

 【公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団・シティプロモーション部 文化課】 

    意 見 

      事業継続のための取り組みについて【有効性の視点】 

      ア 令和５年度の四日市市文化会館及び四日市市茶室の指定管理業務においては、支

出額の縮減に努めてはいるものの支出が収入を上回っている状況である。事業継続

のためには、利用促進につながる事業に取り組む上で、特定により指定された団体

にふさわしい特長を発展させること。併せて、市としても適正な指定管理料の算定

に努めること。 

      イ 特に茶室については赤字の割合が比較的大きい。子どもの教育に、茶道をはじめ

とする日本文化を通じた精神修養が大いに資する好例を発信することで、活動を支

援する企業や団体等の参画も掘り起こすなど、一層の利用促進に取り組むこと。 
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